
フィリピン共和国

実施協議調査団報告書

平成14年４月

国 際 協 力 事 業 団

海上保安人材育成プロジェクト

No.

社 協 一

ＪＲ

02－012

社 会 開 発 協 力 部



序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　群島国家フィリピンの周辺海域では、毎年多数の海難事故が発生し、貴重な人名が失われてい

るが、海難救助体制が整備されていないため、海難事故１件当たりの死傷者・行方不明者数が非

常に多い。また、船舶の油流出事故等による環境汚染や、海賊行為、薬物の洋上取引き等の違法

行為も多発しており、海難救助を含めた海上安全に係る専門技術者の養成が急務となっている。

これに対して、海軍の一部隊であったフィリピン沿岸警備隊は、1998年に軍組織から完全に離れ、

運輸通信省傘下の機関として海難防止・救助活動、海上防災活動、法令励行という新たな任務に

従事しているが、職員全員が海軍出身者であり、これら海上保安機関として業務を適切に遂行で

きる知識と技能をもっていない。

　そこで、フィリピン政府は、沿岸警備隊における人材の育成を早急に進めるべく、我が国にプ

ロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団は、2000年９月から２次にわたる短期調査を行い、この結果を踏

まえて今般、2002年３月18日から同23日まで、海上保安庁警備救難監 友永 幸讓 氏を団長とす

る実施協議調査団を現地に派遣してフィリピン側関係機関と協議を重ねたうえ、討議議事録（R／

D）などの署名を取り交わした。これにより「フィリピン海上保安人材育成プロジェクト」が2002年

７月１日から５年間にわたり実施されることになった。

　本報告書は同調査団の調査、協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの展開に広

く活用されることを願うものである。

　ここに、本調査にご協力いただいた外務省、国土交通省、海上保安庁、在フィリピン日本大使

館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いす

る次第である。

　平成14年４月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事　理事　理事　理事　理事　泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎
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１．実施協議調査団の派遣１．実施協議調査団の派遣１．実施協議調査団の派遣１．実施協議調査団の派遣１．実施協議調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　群島国家フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）の周辺海域では、毎年多数の海難事故が

発生し貴重な人命が失われているが、海難救助体制が整備されていないため、海難事故１件当た

りの死傷者・行方不明者数は日本の0.10名／件に対してフィリピンは1.15名／件（1996～2001年平

均）と非常に多い。また、海賊行為や薬物洋上取引き等の違法行為も年間652件（同）と多発し、船

舶の油流出事故等による環境汚染も、2000年には年間29件にのぼっており、海難救助を含めた海

上安全に係る専門技術者の養成が急務となっている

　これに対してフィリピン沿岸警備隊（Philippine Coast Guard：PCG）は、1998年に軍組織から

離れ、運輸通信省傘下の機関として海難防止・救助活動、海上防災活動、法令励行という、新た

な任務に従事しているが、職員のほぼ全員が海軍出身者であり、これら海上保安機関としての業

務を適切に遂行できる知識と技能を十分に有していない。

　そこでフィリピン政府は、沿岸警備隊における人材育成を早急に進めたいとして、我が国にプ

ロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団は、2000年９月と12月の２度にわたり、短期調査団を派遣し、海

難救助、油流出事故の防止・除去、海上パトロールの強化等、PCGの能力を向上するプロジェク

ト方式技術協力実施のための調査を行い、現地の状況を確認するとともに、先方とプロジェクト

基本計画を策定するための協議を行った。

　この調査結果を踏まえて、今般、実施協議調査団の派遣を行った。本調査団は、プロジェクト

実施に係る具体的な協議を行い、討議議事録（Record of Discussions：R／D）及びミニッツを取り

まとめて、署名・交換することを目的とする。

１－２　調査団の構成

担当業務 氏　　名 所　　　　　属

団長／総括 友永　幸讓 海上保安庁　警備救難監

海上保安行政 永山　哲弘 海上保安庁　警備救難部　救難課　国際救難担当専門官

協力企画 増田良一郎 国際協力事業団　社会開発協力部　社会開発協力第一課

プロジェクト効果分析 小島　京子 （株）インテムコンサルティング　計画調査部　研究員
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１－３　調査日程

　調査機関：2002年３月18日～３月23日

１－４　主要面談者

日順 月　日 曜日 移　動　及　び　業　務
１ ３月18日 月 AM：成田→マニラ

PM：日本大使館表敬、JICA事務所打合せ
２ ３月19日 火 AM：国家経済開発庁、運輸通信省表敬

PM：フィリピン沿岸警備隊表敬
プロジェクトドキュメント協議

３ ３月20日 水 終日、R／D、ミニッツ協議
４ ３月21日 木 終日、R／D、ミニッツ協議
５ ３月22日 金 AM：R／D、ミニッツ署名・交換

PM：日本大使館報告、JICA事務所報告
６ ３月23日 土 マニラ→成田

注：プロジェクト効果分析団員（コンサルタント）は３月 12 日先発、現地調査を経てプロジェクトドキュメン

　　ト案の改訂にあたり、18 日午後、本隊に合流した

所属先 役　　職 氏　　名
Public Investment Staff (PIS) Ms. Amy Benjamin国家経済開発庁

（NEDA） Infrastructure Development Staff Ms. Rois Concordia

Assistant Secretary Mr. George D. Esguerra

Water Transport Planning Div. Ms. J. B. Rayo-bondoc
運輸通信省
（DOTC）

Transport Department Officer Ms. Helen Asuncion
長　官 V. ADM. Reuben. S. Lista
副長官 COMMO. Domingo Estera
参謀長 COMMO. Danilo A. Abinoja
教育訓練局局長 CAPT. Reynaldo Generillo
教育訓練局副局長 CDR. Cecile Chen
教育訓練局職員 LCDR. Angelo B. Enchio
教育訓練局職員 LT. Rudyard M. Somera

フィリピン沿岸警備隊
（PCG）

JICA個別専門家 野間　清隆
特命全権大使 荒　　義尚

在フィリピン日本大使館
一等書記官 森　　信哉
所　長 中垣　長睦
次　長 小原　基文JICAフィリピン事務所
所　員 阿部　弘之
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

　本実施協議調査団は2002年３月18日から同23日までフィリピンを訪問し、「フィリピン海上保安

人材育成プロジェクト」に関する技術協力について、フィリピン沿岸警備隊など関係機関と協議し

た。その結果、３月22日にマニラ市内で、フィリピン側関係機関代表と討議議事録（R／D）並びに

ミニッツ（M／M）の署名を取り交わした。

　これにより本プロジェクトは、2002年７月１日から2007年６月30日まで５年間の予定で、沿岸

警備隊教育訓練局（CGETC）において、フィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力向上のための技術移

転を実施することとなった。

　プロジェクトの概要は以下のとおりである。

（１） プロジェクト名

　フィリピン海上保安人材育成プロジェクト（Project on Philippine Coast Guard Human

Resource Development）

（２） プロジェクト目標及び上位目標

１）　プロジェクト終了時（2007年）の達成目標

　「フィリピン沿岸警備隊の業務実施に必要な知識・技能を有した職員が育成される」を目

標とし、その指標は、①海難救助、海洋環境防災、海上薬物及び海賊取り締まり技術を取得

した沿岸警備隊職員が2,050名育成される。②海難救助、海洋環境防災、海上薬物及び海賊

取り締まり技術を取得した政府・民間海事担当責任者が450名育成される－－－とする。

２）　上位目標（2012年に達成が期待される目標）

　「フィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力が向上する」を目標とし、その指標は、①海難事

故に対する対応率が30％増加し、その結果、死傷者・行方不明者数が減少する。②海洋汚

染事故に対する汚染防除対応率が30％増加し、その結果、海洋汚染事故被害が軽減される。

③海上犯罪事件への対処率が30％増加し、その結果、海上犯罪行為が減少する－－－とする。

（３） プロジェクト実施機関

　フィリピン沿岸警備隊（Philippine Coast Guard：PCG）

（４） 協力期間

　先方の強い要望により、協力開始日を当初計画より２か月前倒しして、2002年７月１日か

ら2007年６月30日までの５年間と決定した。
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（５） 実施体制

　フィリピン沿岸警備隊副長官をプロジェクトの総括責任者（プロジェクトダイレクター）、

フィリピン沿岸警備隊教育訓練局（CGETC）局長をプロジェクト実施責任者（プロジェクトマ

ネージャー）とすることとした。

（６） 合同委員会及び運営委員会の設置

　年１回以上開催するプロジェクト合同委員会（Joint Coordinating Committee）及び年３～

４回以上開催するプロジェクト運営委員会（Steering Committee）を設置することとした。両

委員会の議長は、それぞれプロジェクトダイレクター（副長官）、プロジェクトマネージャー

（CGETC局長）とする。

（７） 双方の投入計画

１）　フィリピン側投入

ａ）　人員の配置

　日本人専門家１名につき、少なくとも２名の常勤カウンターパート及び適切な数の事務

職員を配置する。

ｂ）　予算措置

　プロジェクト実施に必要な予算を措置する。

ｃ）　土地、建物及び施設

　自らの予算によって、プロジェクト実施に必要な拠点となる施設を用意することに同意

した。

２）　日本側投入

ａ）　専門家の派遣

　長期専門家はチーフアドバイザー／教育訓練、海難救助・航行安全、海洋環境保全・油

防除、法令励行、業務調整員の５名。

　短期専門家は、必要に応じ派遣する。

ｂ）　機材の供与

　海難救助・航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行及び共通分野の機材を供与す

る。

ｃ）　カウンターパート研修

　５年間で約20名のフィリピン人カウンターパートを日本研修に受け入れる。

ｄ）　特別の措置

　実技訓練に必要な施設建設の一部を負担する。
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３．討議議事録の交渉経緯３．討議議事録の交渉経緯３．討議議事録の交渉経緯３．討議議事録の交渉経緯３．討議議事録の交渉経緯

３－１交渉経緯

　本調査団による実施協議に先立って、日本側は2001年９月及び同年12月の２回の短期調査を実

施し、本件協力の妥当性を十分に確認し、基本的な協力内容についてフィリピン側と合意済みで

ある。したがって、今回の実施協議調査においてはこれまでの調査の結果を踏まえて、あらかじ

め日本側で用意した討議議事録（R／D）案、ミニッツ案等をフィリピン側に提示して、プロジェク

ト実施のために必要な、実施前の最終協議を行った。協議は調査期間中、始終友好的雰囲気のな

かで行われ、大きく双方の主張が異なる事項等は全く発生しなかった。協議結果は、ほぼ日本側

が事前に作成した原案どおりで合意し、R／D及びミニッツに取りまとめ、署名交換した。署名者

は日本側は友永団長、フィリピン側は沿岸警備隊のReuben S. Lista長官である。なお、主要変更

点及び特記事項は以下のとおり。

（１） フィリピン側の本件プロジェクト早期開始の強い要望により、プロジェクト開始を当初予

定の2002年９月１日から２か月前倒しし、2002年７月１日から５年間の協力を実施すること

で合意した。

（２） 沿岸警備隊の2002年１月の組織改編により、先方プロジェクトダイレクターが短期調査時

に合意・予定していた、参謀長（CHIEF OF STAFF）よりも、１階級上の副長官（DEPUTY

COMMANDANT）に変更されることとなった。

（３） 短期調査時、上位目標が「海上における人命と財産の損出が減少する」、プロジェクト目標

が「フィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力が向上する」と設定されていたものを、双方合意のう

え、それぞれ「フィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力が向上する」「海上保安業務実施に必要な

知識・技能を有したフィリピン沿岸警備隊職員が育成される」に変更した。

（４） プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の成果として、短期調査時には含まれてい

なかった、「教育訓練局の管理運営体制を改善する」を双方合意のうえ、追加した。
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３－２　討議議事録等

３－２－１　討議議事録（仮和訳）

フィリピン海上保安人材育成プロジェクトに関する技術協力における日本側実施協議調査団と

フィリピン共和国政府関係当局との間の討議議事録

　国際協力事業団によって組織され、友永幸讓を団長とする日本側実施協議調査団（以下「調査

団」という）は、フィリピン海上保安人材育成プロジェクト（以下「プロジェクト」という）に関す

る技術協力プログラムの細目における共通理解を確立するため、フィリピン共和国を訪問し

た。

　調査団はフィリピン共和国滞在中、上記プロジェクトの有効な実施のために両国政府が取る

べき必要な措置についてフィリピン共和国政府関係当局と意見を交換し、一連の討議を行っ

た。

　討議結果に基づき、調査団とフィリピン共和国政府関係当局はそれぞれの政府に対し、附属

文書に記載する諸事項について勧告することに同意した。

マニラ　　2002年３月22日

国際協力事業団 フィリピン共和国

実施協議調査団 沿岸警備隊

団　長 長　官

友永　幸讓 Reuben S. Lista
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附属文書

Ⅰ．両国政府間の協力

１．フィリピン共和国政府は日本国政府の協力を得て、プロジェクトを実施する。

２．プロジェクトは別添Ⅰの基本計画に従って実施される。

Ⅱ．日本国政府のとるべき措置

　日本における法律及び諸規則に従い、日本政府は自己の負担において、日本政府の技術協力

スキームの通常の手続きにより、JICAを通じ以下の措置をとる。

１．日本人専門家の派遣

　日本政府は別添Ⅱに示す日本人専門家を派遣する。

２．機材供与

　日本政府は別添Ⅲに示すプロジェクト実施に必要な機械類、機材及びその他の資材類（以

下「機材」という）を供与する。機材は、港及び（または）空港においてC. I. F価格でフィリピ

ン側関係当局に到着した時点で、フィリピン共和国の財産となる。

３．フィリピン人の日本研修受入れ

　日本政府はプロジェクトに関係するフィリピン人を日本における技術研修のために受け入

れる。

４．特別の措置

　プロジェクトを円滑に実施するため、日本政府は、日本国内での法律及び規則にのっとっ

て、JICAを通じて施設建設に必要な現地での支出の一部を負担する特別の措置をとるもの

とする。

Ⅲ．フィリピン共和国政府のとるべき措置

１．フィリピン政府は、すべての関係当局、受益者集団及びプロジェクトの諸機関を全面的に

かつ積極的にかかわらせることを通じて、日本の技術協力実施期間中並びに終了後において

もプロジェクトの主体的運営を確実なものとするために必要な措置を講ずる。

２．フィリピン政府は日本の技術協力の結果として、フィリピン国民が獲得する技術と知識が

フィリピンの経済、社会的発展に寄与することを保証する。

３． フィリピン政府は、同国で同様な活動を行っている第三国または国際機関の専門家に対

して供与されているものを下回らない特権、免除事項及び便宜を上記Ⅱ－１に該当する日本

人専門家とその家族に対して保証する。

４．フィリピン政府は別添Ⅱに示す日本人専門家との協議に基づき、上記Ⅱ－２に該当する機
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材がプロジェクトの実施のために有効に用いられることを保証する。

５．フィリピン政府はフィリピン人が日本での技術研修から得た知識及び経験がプロジェクトの

実施のために有効に用いられることを保証するため、必要な措置をとる。

６．フィリピンにおける法律及び諸規則に従って、フィリピン政府は、自己の負担によりプロ

ジェクトのために以下のものを提供するための必要な措置をとる。

（１） 別添Ⅳのフィリピン人カウンターパート及び事務職員の役務

（２） 別添Ⅴの土地、建物及び施設

（３） JICAを通じて供与される上記Ⅱ－２にあげた機材以外でプロジェクトの実施に必要な機

械、装置、器具、車両、工具、補充部品及びその他の資材の調達もしくは交換

（４） 日本人専門家のフィリピン国内公務出張に対する出張旅費、及び、出張の手段

７．フィリピンで施行されている法律及び諸規則に従って、フィリピン政府は、以下の経費を

負担するための必要な措置をとる。

（１） フィリピン人カウンターパートの給与及び手当

（２） 電気、水道、ガス、燃料等の費用

（３） 上記Ⅱ－２に該当する機材のフィリピン国内にて発生する通関費用、国内税、保管料、

輸送費及びその他の費用

（４） 施設及び機材の維持管理に係る費用

（５） プロジェクトの実施に必要な運営経費

Ⅳ．プロジェクト運営管理

１．フィリピン沿岸警備隊（以下「PCG」という）の副長官はプロジェクトダイレクター（Project

Director）として、プロジェクトの運営管理及び実施に関する総括的責任を負う。

２．PCG教育訓練局長はプロジェクトマネージャー（Project Manager）として、プロジェクトの

事務的事項、技術的事項の責任を負う。

３．日本側チーフアドバイザーは、プロジェクトダイレクター及びプロジェクトマネージャー

に対し、プロジェクト実施に伴う事項に関し、必要な勧告及び助言を行う。

４．日本側専門家はフィリピン人カウンターパートに対し、プロジェクト実施に伴う事項に関

し必要な技術指導、助言を行う。

５．プロジェクトに対する技術協力を効果的かつ成功裡に実施するため、別添Ⅵにおいて記述す

る機能と構成からなる合同委員会（Joint Coordinating Committee）及び運営委員会（Steering

Committee）を設置する。
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Ⅴ．合同評価

　プロジェクトの評価は、達成度を確認することを目的として、協力期間の中間時点及び終了

前６か月の間の時点に、両国政府によりJICAとフィリピン側関係機関を通じて共同で行われる

ものとする。

Ⅵ．日本人専門家の活動上の制約について

　日本国政府のODA大綱の制約上、日本人長期及び短期専門家は、危険海域及び危険と想定さ

れる地域でのフィリピン沿岸警備隊の実施する取り締まり等の現場に参加することはできない。

日本人専門家は、フィリピン沿岸警備隊の機能強化のために、フィリピン沿岸警備隊教育訓練

局での技術移転活動にのみ従事するものとする。

Ⅶ．日本人専門家に対する請求

　フィリピン政府は、コロンボプラン規約に基づき、プロジェクトに関して技術協力に従事す

る日本人専門家のフィリピン国内における職務の遂行に起因し、その遂行中に発生するか、ま

たは、職務の遂行に関連して日本人専門家に対する請求が生じた場合は、その請求に対する責

任を負う。ただし、日本人専門家の故意、または重大な過失から生じた請求についてはこの限

りではない。

Ⅷ．相互協議

　両国政府は、この付属文書から、またはこれに関連して生じる重要事項については双方によ

る協議を行うものとする。

Ⅸ．プロジェクトへの理解と支援を促進するための措置

　フィリピン国民のプロジェクトへの支援を促進するために、フィリピン政府は、プロジェク

トがフィリピン国民に広く理解されるよう、適切な措置をとる。

Ⅹ．協力期間

　この附属文書に基づくプロジェクトの技術協力期間は2002年７月１日より５年間とする。
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別添Ⅰ　基本計画（マスタープラン）

１．プロジェクトの上位目標

　「フィリピン沿岸警備隊の業務遂行能力が向上する。」

２．プロジェクトの目標

　「フィリピン沿岸警備隊の業務実施に必要な知識・技能を有した職員が育成される。」

３．プロジェクトの成果

（１） 教育訓練局の教育訓練実施体制が強化される。

（２） 教育訓練局の教育訓練コース（海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行）が

整備される。

（３） 官民関係機関対象のセミナー（海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行）が

改善される。

（４） モニタリング・評価体制が確立される。

４．プロジェクトの活動

（１） 教育訓練局の教育訓練運営体制の改善について協議する。

（2-1） カリキュラム改善開発委員会を設立・運営する。

（2-2） 教育訓練局の海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行分野に係る開発ニー

ズを具体的に確定する。

１）　PCGの業務実施体制と技能レベルを把握する。

２）　PCGと同職員が必要とする技能レベルを把握する。

３）　研修生（現職員及び新規採用職員）の技能レベルを把握する。

４）　教育訓練局における必要訓練内容、必要達成レベル、必要研修生数を把握する。

（2-3） 国際海事機関（IMO）モデル・コース導入の可能性を調査する。

（2-4） 各コースのカリキュラムとシラバスの開発、アップデートを行う。

（2-5） 各コースの教科書と教材を開発する。

（2-6） カウンターパートとインストラクター候補生に対する教授技術訓練を実施する。

（2-7） 研修生へ各教育訓練コースを実施する。

（2-8） 供与機材の操作訓練・維持管理の訓練を実施する。

（3-1） セミナーのニーズ把握調査を実施する。

（3-2） セミナー教材を開発する。
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（3-3） 訓練局のセミナーについての広報活動を実施する。

（3-4） セミナーを実施する。

（3-5） 官民関係機関・一般企業・市民への海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令

励行分野の啓蒙活動計画を策定する。

（3-6） 一般企業・市民に対し、海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行分野の

啓蒙活動を実施する。

（4-1） モニタリング・評価方法・実施責任者を協議して決定する。

（4-2） モニタリングを１年ごとに実施する。

（4-3） モニタリング結果に基づき、プロジェクト設計の必要修正について協議する。

（4-4）　JICA調査団と協力して評価を実施する（中間及び終了時）。

別添Ⅱ　日本人専門家リスト

１．長期専門家

（１） チーフアドバイザー／教育訓練

（２） 海難救助／航行安全

（３） 海洋環境保全・油防除

（４） 法令励行

（５） 業務調整

２．短期専門家

　必要に応じて派遣する。

別添Ⅲ　機材リスト

１．海難救助分野の機材

－Underwater SAR equipment

－Fire fighting equipment

－First aids

－Measuring instruments

－Others
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２．航行安全分野の機材

－Light House model with functional kits-Measuring instruments

－Dummy model for artificial respiration practice

－Others

３．海洋環境保全・油防除分野の機材

－Rubber boat with engine

－Oil spill combating equipment

－Oil testing analizer

－Others

４．法令励行分野の機材

－Drug testing equipment

－Fiber scope

－Identification equipment

－Others

５．共通利用の機材

－Audio-visual training equipment

－Computer with LAN system

－Printer

－Overhead projector

－Video camera

－Camera

－Vehicle

－Others
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別添Ⅳ　フィリピン側カウンターパート及び事務職員のリスト

１．カウンターパート

（１） 教育訓練 ２名以上

（２） 海難救助／航行安全分野 ２名以上

（３） 海洋環境保全／油防除分野 ２名以上

（４） 法令励行分野 ２名以上

２．事務職員

（１） 教育訓練局局長

（２） 教育訓練局副局長

（３） 施設及び機材管理担当者

（４） 秘　書

別添Ⅴ　土地及び施設

１．土　地

　マニラ市内のフィリピン沿岸警備隊教育訓練局の敷地

２．施　設

（１） 教　室

（２） コンピュータールーム

（３） 図書室

（４） 会議室

（５） 局長室

（６） 副局長室

（７） 事務室

（８） カウンターパート執務室

（９） 専門家執務室

（10） その他必要と認められる施設及び部屋
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別添Ⅵ　合同委員会と運営委員会

１．合同委員会・・・１年に１回、さらに必要に応じて開催

（１） フィリピン側メンバー

・運輸通信省（DOTC） 担当官

・フィリピン沿岸警備隊 副長官

・フィリピン沿岸警備隊 教育訓練局（CGETC）局長

・フィリピン沿岸警備隊 船舶運用司令室（CGOF）室長

・フィリピン沿岸警備隊 航行安全局（ANC）局長

・フィリピン沿岸警備隊 海洋環境保全局（MEPCON）局長

・フィリピン沿岸警備隊 事業運営部（CG－３）スタッフ

・フィリピン沿岸警備隊 教育訓練局（CGETC）スタッフ

（２） 日本側メンバー

・長期専門家（チーフアドバイザー、専門家、業務調整員）

・JICA事務所長

・JICA調査団員

・オブザーバーとして日本大使館の担当書記官

２．運営委員会・・・１年に３～４回、さらに必要に応じて開催

（１） フィリピン側メンバー

・PCG教育訓練局局長

・PCG教育訓練局副局長

・教育訓練担当カウンターパート

・海難救助・航行安全担当カウンターパート

・海洋環境保全・油防除担当カウンターパート

・法令励行担当カウンターパート

・機材・施設維持管理担当職員

（２） 日本側メンバー

・チーフアドバイザー

・海難救助・航行安全担当長期専門家

・海洋環境保全・油防除担当長期専門家

・法令励行担当長期専門家

・業務調整員
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３－２－２　ミニッツ（仮和訳）

　フィリピン海上保安人材育成プロジェクトに関する技術協力における日本側実施協議調査団

とフィリピン共和国政府関係当局との間のミニッツ（議事録）

　国際協力事業団（以下「JICA」という）によって組織され、友永幸讓氏を団長とする日本側実

施協議調査団（以下「調査団」という）は、フィリピン海上保安人材育成プロジェクト（以下「プロ

ジェクト」という）に関する技術協力プログラムの細目における共通理解を確立するためフィリ

ピンを訪問した。

　調査団はフィリピン共和国滞在中、上記プロジェクトの有効な実施のために両国政府が取る

べき必要な措置についてフィリピン共和国政府関係当局と意見を交換し、一連の討議を行っ

た。

　討議結果に基づき、調査団とフィリピン共和国政府関係当局はそれぞれの政府に対し、附属

文書に記載する諸事項について討議議事録（R／D）の補足として勧告することに同意した。

マニラ　　2002年３月22日

国際協力事業団 フィリピン共和国

実施協議調査団 沿岸警備隊

団　長 長　官

友永　幸讓 Reuben S. Lista

Ⅰ．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

　協議の結果、双方は別添Iに示されるとおり、本プロジェクトのPDMについて合意した。

Ⅱ．暫定実施計画（TENTATIVE SCHEDULE OF IMPLEMENTATION）

　別添Ⅱに示されるとおり、暫定実施計画（TSI）を討議議事録（R／D）に基づいて計画した。前

提条件は、プロジェクト実施に必要な予算が確保されること、並びにプロジェクト実施途中に

その必要が生じた場合には、R／Dに定められた範囲内でスケジュールの変更があり得るという

ことである。

Ⅲ．実行計画（PLAN OF OPERATION：P／O）

　プロジェクトの暫定実行計画を討議議事録（R／D）に基づいて合意した。協力期間の全体の実
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行計画を別添Ⅲに、また、初年度の実行計画を別添Ⅳに示す。毎年の年間実行計画はフィリピン

人カウンターパートと日本人専門家とで原案を作成し、合同委員会に提出するものとする。具体

的活動内容はプロジェクトの実施過程において、必要に応じR／Dに定められた範囲内で、変更

することができるものとする。

Ⅳ．フィリピン側によるプロジェクトへの投入

１．人員の配置

　R／Dの第Ⅲ条第６項の（１）に関して、フィリピン側は、日本人専門家１人につき、少な

くとも２名の常勤カウンターパート及び適切な数の事務職員を配置することに同意した。協力

期間全体の人員配置計画を別添Ⅴに、また、初年度の人員配置計画を別添Ⅵに示す。双方は

「常勤」の定義を毎日CGETCにて勤務することと確認した。

２．予算措置

　R／Dの第Ⅲ条第７項に関して、フィリピン側は、プロジェクト実施に必要な予算を措置す

る。暫定的なプロジェクト予算措置計画は別添Ⅶのとおり。

３．土地、建物及び施設

　R／Dの第Ⅲ条第６項に関して、フィリピン側は自らの予算によって、プロジェクト実施に

必要な拠点となる施設を用意する事に同意した。

Ⅴ．日本側によるプロジェクトへの投入

１．長期専門家の派遣

　R／Dの第II条第１項に関して、日本側は、以下の分野の専門家を派遣する。

ａ）　チーフアドバイザー／教育訓練 １名

ｂ）　海難救助／航行安全 １名

ｃ）　海洋環境保全／油防除 １名

ｄ）　法令励行 １名

ｅ）　業務調整員 １名

２．短期専門家の派遣

　R／Dの第Ⅱ条第１項に関して、日本側は、プロジェクトの円滑な実施のために毎年３～４

名の専門家を派遣する。派遣される人数は、予算の制約により変更となる場合がある。
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３．機材の供与

　R／Dの第Ⅱ条第２項に関して、日本側は、プロジェクトの円滑な実施のために、プロジェ

クト予算の範囲内で、必要な機材を供与する。

４．フィリピン人カウンターパートの日本研修

　R／Dの第Ⅱ条第３項に関して、日本側は、初年度４～５名のフィリピン人カウンターパー

トの日本研修を実施する。５年間のプロジェクト実施期間中に、合計20名程度のカウンター

パートを受け入れる予定である。

５．特別の措置

　R／Dの第Ⅱ条第４項に関して、プロジェクトの円滑な実施のため、日本政府は、JICAを通

じて実技訓練に必要な施設建設を負担する特別の措置をとるものとする。

Ⅵ．プロジェクトドキュメント

　双方は、別冊のプロジェクトドキュメントを作成し、内容について合意した。
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４．プロジェクト実施上の留意点４．プロジェクト実施上の留意点４．プロジェクト実施上の留意点４．プロジェクト実施上の留意点４．プロジェクト実施上の留意点

４－１　プロジェクト実施体制

（１） フィリピン側

　本プロジェクトの実施体制として、フィリピン側は、フィリピン沿岸警備隊（PCG）副長官

がプロジェクト総括責任者（プロジェクトダイレクター）となり、日々の実際のプロジェクト活

動の運営管理にはPCG教育訓練局長がプロジェクト実施責任者（プロジェクトマネージャー）

となり、その任にあたる。

　また、カウンターパートの配置については、日本人長期専門家１名につき、各々２名（士官

１名、下士官１名）の常勤カウンターパートを配置することで合意したが、これは５年間のプ

ロジェクト協力期間中に発生し得る、カウンターパートの人事異動・離職等の際にも、技術移

転の成果が着実にPCG教育訓練局内に蓄積され続けていく体制を構築することを念頭に置い

たものである。カウンターパートの長期間の欠員が発生しないよう、合同委員会及び運営委員

会等の場で、定期的にモニタリングしていく必要がある。

　フィリピン側の最大の留意点として、ローカルコストの継続的かつ確実な確保があげられ

る。PCGの予算確保の状況を合同委員会及び運営委員会等の場で、定期的にモニタリングし

ていく必要がある。また、必要に応じて、日本側の側面支援も得つつ、予算措置の状況につい

て運輸通信省や大蔵省等に確認・要望していくことが重要である。

（２） 日本側

　チーフアドバイザーのカウンターパートは、本庁勤務のPCG管理担当副長官（プロジェクト

ダイレクター）及びプロジェクトサイトであるPCG教育訓練局勤務の沿岸警備隊教育訓練局長

（プロジェクトマネージャー）の両名となっている。

　協力開始当初から、教育訓練局での技術移転の成果をPCG全体に波及させるねらいから、

また、他部局との連携を強化する観点から、専門家執務室については、プロジェクトサイトで

あるPCG教育訓練局内のみならず、PCG本庁庁舎内にも１室確保されることで合意してお

り、本庁勤務のプロジェクト総括責任者はもちろんのこと、他の幹部職員及び他部局との円滑

なコミュニケーションがとれる体制を確保した。
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４－２　プロジェクトの実施計画

　プロジェクト基本計画については、記述のとおりであるが、プロジェクトの成果と決定された

以下の項目について留意する必要がある。

（１） 運営管理体制の強化

　カウンターパート機関であるPCG教育訓練局の運営管理体制強化を目的として、「教育訓練

局の教育訓練運営体制について協議する」及び「モニタリング・評価システムの確立」がプロ

ジェクトの成果としてあげられている。しかし、その具体的内容について、プロジェクト開始

前の現時点においては必ずしも明確にされていない。よって、プロジェクト開始後できるだけ

早い時期に、運営委員会・合同委員会等の場で協議し、効果的なプロジェクトの運営管理シス

テム及び関係者による定期的なモニタリング・評価を実施する体制を構築する必要がある。

（２） 教育訓練コース及びセミナー

　「教育訓練局の教育訓練コース（海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防除、法令励行）が

整備される」及び「官民関係機関対象のセミナー（海難救助、航行安全、海洋環境保全・油防

除、法令励行）が改善される」が、プロジェクトの成果としてあげられているが、プロジェクト

協力終了時にはカウンターパートのみで的確に運営していける能力をつけるよう、具体的なカ

リキュラムとシラバスの開発／アップデート及び各コースの教科書と教材の作成、セミナー教

材の開発等のプロジェクト活動が、当初からカウンターパートを十分に巻き込んだ技術移転活

動となるよう留意する必要がある。
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５．その他の留意点５．その他の留意点５．その他の留意点５．その他の留意点５．その他の留意点

　上位目標（PCGの業務遂行能力が向上する）の達成のため、以下の点に留意する必要がある。

　５年間の本プロジェクトの実施により、PCG教育訓練局には、最新の資機材が教育訓練用とし

て供与され、合計2,050名のPCG隊員を教育・訓練することになるが、7,100余りの島々からなる

多島国家フィリピンの各管区のPCGの活動の現場への船艇・資機材の配備は、同国政府の苦しい

財政事情から、極めて限定された状況にある。数年後に、人材は育ったが、現場にツールがない

という事態を避けるためにも、フィリピン政府による独自予算及び第三国や国際機関からの無償・

有償の資金協力を活用した船艇・機材の調達のための自助努力に加え、我が国としても、無償資

金協力及び国際協力銀行（JBIC）による有償資金協力など、包括的かつ戦略的なPCG支援プログラ

ムをイメージしつつ、協力活動を実施していく必要がある。また、本件プロジェクトは、「ASEAN

諸国との関係強化及び海上輸送ルートの安全確保」という我が国の外交政策／安全保障政策の一端

をも担うものであり、プロジェクト協力中、あるいは、協力終了後のできるだけ早い時期に、PCG

がプロジェクトの上位目標である「PCGの業務遂行能力が向上する」を達成することは、我が国の

国益にも合致する。また、我が国の指導のもとに、ASEAN諸国が推進している、海上保安分野に

おける、地域的相互協力体制の構築に、将来的に、PCGが中心的役割を果たすことも考えられる。

　以上、本プロジェクト実施の成果をPCG全体の業務遂行能力の向上に結びつけるためには、

PCG幹部職員及びPCG本庁で政策アドバイザーとして活動中の野間清隆長期専門家と、常時連携

を緊密にとりつつ、日々の教育・訓練活動を実施していくことが重要である。



附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料

１．Record of Discussions（R／D）

２．Minutes of Meetings（M／M）

３．実施協議調査団対処方針及び調査／協議結果

４．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM Version 1）

５．機材リスト

６．長期専門家及びカウンターパートの業務指示書

別　冊

１．Project Document（英文）

２．プロジェクトドキュメント（和文）
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